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２　

審
判
長
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に

よ
り
期
日
を
指
定
し
た
と
き
は
、
請

求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
期
日

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
人
で
な
い
社
団
等
の
手
続
を
す
る

能
力
）

第
六
条　

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団

で
あ
つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の

定
め
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お

い
て
次
に
掲
げ
る
手
続
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

一　

出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
。

　

二　

特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録

無
効
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
。

　

三　

第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長

登
録
無
効
審
判
の
確
定
審
決
に
対

す
る
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
。

２　

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ

つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お
い
て

特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効

審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
を

請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
人
で
な
い
社
団
等
の
手
続
を
す
る

能
力
）

第
二
条
の
四　

法
人
で
な
い
社
団
又
は

財
団
で
あ
つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理

人
の
定
め
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名

に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
手
続
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

実
用
新
案
技
術
評
価
の
請
求
を
す

る
こ
と
。

　

二　

審
判
を
請
求
す
る
こ
と
。

　　

三　

審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再

審
を
請
求
す
る
こ
と
。

２　

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ

つ
て
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
に
お
い
て

審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
を

請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
第
七
十
七
条
第
二
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
六
条
（
同
条
第
一
項
第
一
号
中

「
出
願
審
査
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
登

録
異
議
の
申
立
て
」
と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
六
十
八
条
第
二
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
六
条
〉

実
用
新
案
法
第
二
条
の
四

意
匠
法

商
標
法

特
許
法
第
六
条



9

（
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
等
の
手

続
を
す
る
能
力
）

第
七
条　

未
成
年
者
及
び
成
年
被
後
見

人
は
、
法
定
代
理
人
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
未
成
年
者
が
独
立
し
て
法

律
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

被
保
佐
人
が
手
続
を
す
る
に
は
、

保
佐
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３　

法
定
代
理
人
が
手
続
を
す
る
に
は
、

後
見
監
督
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

被
保
佐
人
又
は
法
定
代
理
人
が
、

相
手
方
が
請
求
し
た
審
判
又
は
再
審

に
つ
い
て
手
続
を
す
る
と
き
は
、
前

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

〈
第
二
条
の
五
第
二
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
七
条
〉

〈
第
七
十
七
条
第
二
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
七
条
（
同
条
第
四
項
中
「
相
手

方
が
請
求
し
た
審
判
又
は
再
審
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
商
標
権
若
し
く
は
防
護

標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
係
る
登
録

異
議
の
申
立
て
又
は
相
手
方
が
請
求
し

た
審
判
若
し
く
は
再
審
」
と
読
み
替
え

る
）〉

〈
第
六
十
八
条
第
二
項
で
準
用
す
る
特

許
法
第
七
条
〉

特
許
法
第
七
条

意
匠
法

商
標
法

実
用
新
案
法


